
令 和 ３ 年 ９ 月 14 日
大 分 県 警 察 本 部

★全国地域安全運動とは…

防犯協会を始めとする民間協力組織・団体等と警察が連携し、犯罪や事故などのない安全で

明るく住みよい地域社会の実現を推進する運動です。

★運動重点

子供と女性の犯罪被害防止（全国重点）

特殊詐欺の被害防止（全国重点）

自転車盗、万引きの被害防止（本県重点）

◎ 子供と女性の犯罪被害防止について

・特に子供の声かけ事案の認知件数が増えています。

・8月末現在、警察が認知した声かけ事案の件数は239件

で、昨年同期と比較して55件も増加しています。

・簡単にできる、「ながら見守り」を始めましょう！

・日常の生活の中に防犯の視点を取り入れる

「ながら見守り」は準備するものもなく、簡単に

始められます。ぜひご協力をお願いします。

◎ 特殊詐欺被害防止について
・架空料金請求詐欺と還付金詐欺が増加傾向です！

・架空料金請求詐欺の中でもサポート詐欺被害が多く、その手口とは、ＰＣなど利用中に画面に「ウイ

ルスに感染した」との警告表示と警告音が鳴り、表示された連絡先に電話をするとウイルス除去など

のサポート費用として電子マネーでの料金支払いを要求されます。

・還付金詐欺は市役所職員などをかたる者から「介護保険料の払い戻しがある」等と言われ、

ＡＴＭへ誘導されてお金を振り込んでしまう手口です。

・この対策として、現在「ストップＡＴＭでの携帯電話」運動を推進しています。どんな事情が

あっても電話をしながらのＡＴＭ操作をしないことで、還付金詐欺被害を防ぐことができます。

・日頃から、ＡＴＭ操作をしながらの携帯電話はしないように習慣づけましょう。
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運動を機会に自分の防犯

意識を見直し、被害に遭

わないようにしましょう！

◎ 自転車盗、万引きの被害防止について
・自転車に鍵をかけずに盗まれた人が被害全体の約72％にも上ります。

・自転車には1つの鍵ではなく、2つの鍵をかけるツーロックを心がけましょう。

・万引きが増加しています。

・万引きは「しない・させない・見逃さない」をスローガンに万引きをさせない環境づ

くりに取り組みましょう。
・たとえ金額の低いものであっても、万引きは立派な犯罪です。しっかりとした規範意識を持ちましょう。

・万引きは、いわゆる非行への入り口です。保護者の方は、子供の年齢に応じて指導を行い、規範意識

を醸成しましょう。



電話機の購入補助を受けられる可能性があります。まずは、お住まいの市町村にお問い合わせください。

還付金詐欺被害が増えています。還付金詐欺の手口を４コマ漫画でわかりやすくご紹介します！

この電話機は、電話がつながる前に、かけてきた相手に対して、「この電話は詐欺

被害防止のため、録音します。」と警告してくれ、その後、電話がつながれば、通話内

容を録音してくれるものです。悪いことをしようとしている人は、録音される（=証拠が

残る）ことを嫌い、つながる前に電話を切ってしまうことが期待できます。

還付金詐欺の特徴として、「携帯電話でＡＴＭの操作を指示する」という特徴があり

ます。犯人は、「あなた（被害者）の口座にお金を振り込む手続き」と言って、実は、

「自分（犯人側）の口座にお金を振り込ませる手続き」を案内しているため、被害に

遭ってしまいます。

そこで、ＡＴＭでの電話をしないことで、還付金詐欺の被害に遭わない・だまされない

ことに繋がります。


